
2023年（令和５年）2月5

オミクロン株対応の新型コロナワクチン接種

12歳以上で2～4回目接種を完了し、最終の接種から3か月以上経過した人
⇒従来株ワクチン接種後3か月以上経過した人に接種券を郵送します
  （接種券の発行申請は必要ありません）。
接種券の発送に関する注意事項

接種対象者

那覇市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター☎917-5672
（祝日除く月～金）9時～17時（この番号では予約はできません）
問

新型コロナワクチン接種のお知らせ
※掲載の情報は、1月19日時点のものです。状況により変更になる場合があります。

医療機関での個別接種

●12歳以上の初回接種(1・2回目）、追加接種（3回目～）
●小児接種の初回接種(1・2回目）、追加接種（3回目）
●乳幼児接種の初回接種(1・2・3回目）

各医療機関では、以下の接種が可能です。

実施している医療機関は、市ホームページで確認いただくか、
コールセンター（☎098-917-5672）までお問い合わせください。

令和4年4月分の児童扶養手当を受給した人

公的年金などを受給していることで、令和４年４月
分の児童扶養手当の支給を受けていない人

その他世帯分（国の給付金）ひとり親世帯分（国の給付金）

支給額

対象者

問合せ先

申請
方法

児童1人あたり5万円 児童1人あたり5万円

子育て応援課 児童家庭グループ
☎861-6951（内線）2557、2558

子育て応援課 児童手当グループ
☎861-6951（内線）2561、2562

次の①～④どちらかに当てはまる人次の①～③どちらかに当てはまる人

・①7月に支給済みです。
※令和4年4月以降に出生した児童を養育している
　人には順次支給しています。
・②③④申請が必要です。詳しくは市HPをご確認
  ください。

・①6月に支給済みです。

・②③申請が必要です。詳しくは市HPをご確認く  
  ださい。

平成16年4月2日～令和5年2月生まれの児童（特
別児童扶養手当対象児童は平成14年4月2日～令
和5年2月生まれ）を養育し、令和4年度住民税非課
税で、児童手当、特別児童扶養手当などを受給して
いる人

①と同じ生まれの児童を養育し、新型コロナウイル
ス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が急変
し、住民税非課税相当の収入となった人

②

平成16年4月2日以降生まれの高校生のみを養育
していて、令和4年度住民税非課税の人

③

公務員で①～③に該当する人④

①

児童1人あたり2万円
次の①～③すべてに該当する人
令和4年11月30日～令和5年2月28日に那覇市
に住所がある（あった）人
平成16年4月2日～令和5年2月生まれの児童を
養育する人で所得が高い人
（特別児童扶養手当対象児童は平成14年11月
30日～令和5年2月生まれ）※児童手当または特
例給付を他市区町村で受給している場合は対象外
です。
那覇市から「国の給付金（令和4年度子育て世帯生活支援
給付金）」と合わせた7万円の支給を受けていない
人。または他市区町村で「国の給付金」を受給後
に那覇市へ転入し、まだ「那覇市独自給付金」を受
けていない人

①

②

③

高校生のみ養育している人

・那覇市から児童手当または特例給付を受給して  
　いる人は申請不要です（申請不要の人には、1月      
　23日に支給済）。
・①～③すべてに該当する対象者のうち、次のA～
 Cどちらかに当てはまる人は申請が必要です。
中学生までの児童を養育していて、所得が所得上
限度額以上のため児童手当を受給していない人

A.

B.
公務員の人C.

②

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給して
いる方と同じ水準となっている人

③

①

子育て世帯生活支援特別給付金

非課税等
世帯

ひとり親
世帯

那覇市独自給付金

2月28日（火）必着申請期限

詳しくは市HPをご確認ください。

新型コロナワクチン接種は令和５年３月31日までの予定となっています。まだ
接種されていない人は期間内での接種をご検討ください。
オミクロン株対応ワクチンの接種は「1人1回」となります。

対象者で接種券が届いていない人、紛失した人は市ホームぺージか
ら接種券の発行申請を行ってください。
電話でも発行申請できます。☎098-917-5672（新型コロナウイルスワク
チン接種コールセンター）

水道料金の基本料金が免除になります

学校給食費を全額支援します

3か月間

3か月間

　長引くコロナ禍での原油価格や物価の高騰に対し、市民および事業
者への支援として水道料金の基本料金を3か月間免除します。

期   間

対   象

実施方法

令和5年1月分（3月請求分）から3か月間

市水道事業と給水契約を締結し、水道を利用している
世帯および事業者

　上下水道局のメーター１個で複数の世帯へ給水している共同住宅につ
いても、入居者の水道料金の請求に関して免除分を考慮していただきま
すようご協力お願いします。

水道料金の請求から基本料金相当額を差し引きます。
（申請不要）

共同住宅などの所有者・管理会社のみなさんへ

上下水道局料金サービス課 ☎941-7811問

　コロナ禍の影響が長期化する中、世界情勢や円安などで物価高騰が家
計に直撃している現状を踏まえ、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため
に学校給食費を全額支援します。
期   間

対   象

実施方法

令和5年1月から3月（3か月間）
那覇市立小中学校の児童生徒の保護者
1月分から3月分の学校給食費の請求はありません。（申請不要）

学校給食課 ☎917-3507問

その他世帯分および那覇
市独自給付金の申請期
限について、2月下旬に出
産または転入した人はお
問い合わせください。

※集団接種の実施は終了しています。接種を希望する人は、医療機関での個別接種を
   お願いします。


